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ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律（平成十二年法律第百四十六号）

【抜粋】 

（特定胚の作成、譲受又は輸入の届出） 

第六条 特定胚を作成し、譲り受け、又は輸入しようとする者は、文部科学省令で定めるところによ

り、次に掲げる事項を文部科学大臣に届け出なければならない。 

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

二 作成し、譲り受け、又は輸入しようとする胚の種類 

三 作成、譲受又は輸入の目的及び作成の場合にあっては、その方法 

四 作成、譲受又は輸入の予定日 

五 作成、譲受又は輸入後の取扱いの方法 

六 前各号に掲げるもののほか、文部科学省令で定める事項 

（偶然の事由による特定胚の生成の届出） 

第九条 第六条第一項の規定による届出をした者は、偶然の事由によりその届出に係る特定胚か

ら別の特定胚が生じたときは、文部科学省令で定めるところにより、速やかに、次に掲げる事項を

文部科学大臣に届け出なければならない。ただし、当該生じた特定胚を直ちに廃棄する場合は、

この限りでない。 

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

二 生じた胚の種類 

三 生成の期日 

四 前三号に掲げるもののほか、文部科学省令で定める事項 

（個人情報の保護） 

第十三条 第六条第一項又は第九条の規定による届出をした者は、その届出に係る特定胚の作

成に用いられた胚又は細胞の提供者の個人情報（個人に関する情報であって、当該情報に含

まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの（他の情報

と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。）をいう。以下この

条において同じ。）の漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ず

るよう努めなければならない。 


